
第２４期　決　算　公　告
東京都千代田区大手町二丁目２番２号

　平成２９年６月２９日 野村信託銀行株式会社

貸借対照表（ 平成２９年３月３１日現在 ）

（単位：百万円）

金　額 科　目 金　額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

324,984 751,084 
現 金 0 6,114 
預 け 金 324,984 253,818 

270 405,019 

特 定 金 融 派 生 商 品 270 86,131 

561,279 32,501 
国 債 171,612 85,255 
地 方 債 58,516 270 
社 債 179,105 270 
そ の 他 の 証 券 152,045 130,909 

458,238 130,909 
証 書 貸 付 286,376 288,125 
当 座 貸 越 171,862 29,636 

4,883 180 
外 国 他 店 預 け 4,880 2,160 
取 立 外 国 為 替 2 566 

27,064 24,689 
前 払 費 用 135 1,783 
未 収 収 益 3,758 126 
金 融 派 生 商 品 20,091 130 
仮 払 金 2,670 1,012 

そ の 他 の 資 産 408 963 

634 1,319,758 
建 物 197 （ 純　資　産  の  部 ）

　 その他の有形固定資産 436 35,000 

4,663 13,270 
ソ フ ト ウ エ ア 4,584 5,000 
の れ ん 77 8,270 

　 その他の無形固定資産 1 11,620 

716 1,147 

△ 1,388 10,473 

10,473 

59,890 

4,689 

△ 2,992 

1,697 

61,588 

1,381,347 1,381,347 

貸 倒 引 当 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

純 資 産 の 部 合 計

繰 延 税 金 資 産

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

当 座 預 金

普 通 預 金

資 産 の 部 合 計

前 受 収 益

そ の 他 資 産

賞 与 引 当 金

金 融 派 生 商 品

資 本 剰 余 金

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

無 形 固 定 資 産

信 託 勘 定 借

有 形 固 定 資 産

外 国 為 替 未 払 法 人 税 等

負 債 の 部 合 計

資 本 金

退 職 給 付 引 当 金

有 価 証 券

貸 出 金

執行役社長　鳥海（眞保）智絵

定 期 預 金

譲 渡 性 預 金

コ ー ル マ ネ ー

科  目

預 金現 金 預 け 金

特 定 取 引 資 産

そ の 他 の 預 金

特 定 取 引 負 債

特 定 金 融 派 生 商 品

金融商品等受入担保金

借 用 金

借 入 金

そ の 他 負 債

そ の 他 の 負 債

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

未 払 費 用

資 産 除 去 債 務

資 本 準 備 金

利 益 準 備 金



平成２８年４月　１日から
平成２９年３月３１日まで

（単位：百万円）

科　　目 金　　額
 26,597

8,651
10,282

貸 出 金 利 息 4,932
有 価 証 券 利 息 配 当 金 3,920
コ ー ル ロ ー ン 利 息 8
預 け 金 利 息 △ 298
金利スワップ受入利息 1,712
そ の 他 の 受 入 利 息 5

3,444
受 入 為 替 手 数 料 447
そ の 他 の 役 務 収 益 2,996

2
特定金融派生商品収益 2

3,803
外 国 為 替 売 買 益 3,230
国 債 等 債 券 売 却 益 573

413
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 409
そ の 他 の 経 常 収 益 3

24,459
5,037

預 金 利 息 1,101
譲 渡 性 預 金 利 息 6
コ ー ル マ ネ ー 利 息 176
借 用 金 利 息 24
金利スワップ支払利息 3,728
そ の 他 の 支 払 利 息 1

1,172
支 払 為 替 手 数 料 252
そ の 他 の 役 務 費 用 920

2,338
国 債 等 債 券 売 却 損 66
金 融 派 生 商 品 費 用 2,272

14,974
936

貸 出 金 償 却 932
そ の 他 の 経 常 費 用 4

2,138
530

そ の 他 の 特 別 利 益 530
32

固 定 資 産 処 分 損 32
2,635

575

304

879

1,755

)

当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

資 金 調 達 費 用

営 業 経 費

信 託 報 酬

(

そ の 他 経 常 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

法 人 税 等 合 計

損益計算書　

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 利 益

経 常 収 益



 

                     

 

  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して

利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対

照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上｢特定

取引収益｣及び｢特定取引費用｣に計上しております。                         

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワッ

プ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っており

ます。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等

については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事

業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

２. 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券

については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただ

し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っておりま

す。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

４. 固定資産の減価償却の方法 

（1） 有形固定資産 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10年 4月 1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平

成 28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  6年 ～ 45年  

その他  3年 ～ 20年 

（2） 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６. 引当金の計上基準 

（1） 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。  

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計

士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号 平成 24 年７月４日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当

する債権については、一定の種類ごとに分類し、当社基準に定めた外部格付機関により査定基準日直前に公表さ

れた累積デフォルト率に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による



 

                     

回収可能見込額を控除した残額を計上しております。なお、特定海外債権については、該当ありません。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し

ております。 

（2） 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度

に帰属する額を計上しております。 

（3） 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、

必要額を計上しております。 

７. ヘッジ会計の方法 

（1） 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号 平成 14

年２月 13日）に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する

重要な条件が同一となるヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性

の判定を省略しております。 

また、一部の金融資産から生じる金利リスクをヘッジする目的で、金利スワップの特例処理を適用しておりま

す。 

（2） 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号 平成

14年７月 29日）に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワ

ップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手

段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８. 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という｡)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形

固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

 

 

会計方針の変更 

法人税法の改正に伴い、「平成 28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第 32号 平成 28年６月 17 日）を当事業年度に適用し、平成 28年４月１日以後に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この変更による当事業年度の業績への影響は軽微であります。 

 

 

追加情報 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26号 平成 28年３月 28日）を当

事業年度から適用しております。 

  



 

                     

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

１.  現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自由に処分で

きる権利を有する有価証券で、当事業年度末に当該処分をせずに所有しているものは該当ありません｡ 

２.  貸出金のうち、破綻先債権額は該当無く、延滞債権額は 0百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を

除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第 96条第 1

項第 3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３.  貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額については、該当ありません。 

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日から 3カ月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４.  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額については、該当ありません。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び 3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５.  破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 0百万円であります。 

なお、上記 2.から 5.に掲げた債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。 

６.  ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第 3号 平成 26年 11月 28日）に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した

貸出金の元本の期末残高の総額は、3,500百万円であります。原債務者に対する貸出金として会計処理した参加

元本金額のうち、貸借対照表計上額は、14,357百万円であります。 

７.  担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産   

 有価証券 216,406 百万円 

担保資産に対応する債務   

 借入金 5,609 百万円 

上記のほか、為替・有価証券決済の担保及び信託業の営業保証金等として有価証券 45,711 百万円を差し入れ

ております。 

また、その他の資産には、保証金 94百万円が含まれております。 

８.  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、17,949 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが

9,556百万円、1年超 5年以内のものが 8,392百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の

減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に

応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

 



 

                     

 

９.   有形固定資産の減価償却累計額  3,123百万円 

10.   ｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2条第 3項）による社債に対する当社の保証

債務については、該当ありません。 

11.   取締役及び執行役との間の取引による取締役及び執行役に対する金銭債権については、該当ありません。 

12.   取締役及び執行役との間の取引による取締役及び執行役に対する金銭債務については、該当ありません。 

13.   関係会社に対する金銭債権総額     43 百万円 

14.   関係会社に対する金銭債務総額   1,214 百万円 

15.   銀行法第 18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当

該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 5分の 1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上し

ております。当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金又は利益準備金については、該当ありませ

ん。 

16.  銀行法施行規則第 19条の 2第 1項第 3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）１６.５１％ 

 

  

(損益計算書関係) 

1. 関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 - 百万円 

 役務取引等に係る収益総額 12 百万円 

 その他業務・その他経常取引に係る収益総額 - 百万円 

 その他の取引に係る収益総額 - 百万円 

    

関係会社との取引による費用   

 資金調達取引に係る費用総額 0 百万円 

 役務取引等に係る費用総額 - 百万円 

 その他業務・その他経常取引に係る費用総額 700 百万円 

 その他の取引に係る費用総額 - 百万円 

 

２. 関連当事者との取引に関する事項 

(1) 親会社及び法人主要株主等      一般的な取引条件であるものを除き、重要な取引はありません。 

(2) 子会社及び関連会社等       該当事項はありません。 

(3) 兄弟会社等            一般的な取引条件であるものを除き、重要な取引はありません。 

(4) 役員及び個人主要株主等      該当事項はありません。 

 

３．「その他経常費用」には、貸出金償却 932百万円を含んでおります。 

 

４.「預け金利息」には、マイナス金利の取引分を含めて計上しております。 

  



 

                     

（金融商品関係） 

１. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、野村グループの信託銀行として、預金・融資・為替といった「銀行ビジネス」、お客様の財産をお

預かりして運用・管理する「信託ビジネス」、及び有価証券の取引等「証券・運用ビジネス」を展開しており

ます。野村證券を銀行代理店及び信託契約代理店とした代理店業務では、「野村ホームバンキング」（インター

ネットバンキングサービス）を利用した個人向け預金商品や、法人向け円貨仕組預金を提供しております。こ

れらの代理店チャネルからの預金に加え、コールマネー、譲渡性預金等により、資金調達を行っております。 

調達された資金は、野村グループの国内営業基盤の優位性を活用し、富裕層向け融資や「野村 Webプラスロ

ーン」といった有価証券を担保とするローン商品、有価証券をリパッケージしたローン商品、クレジットリン

ク・ローン、及び国債・地方債・財投機関債・社債・クレジットリンク債等の有価証券投資で運用しておりま

す。 

これらの金融資産・負債から生じる市場リスク及び流動性リスクは、フロント部門での管理に加え、独立し

たミドルオフィス、ALM委員会及びリスク管理委員会で総合的に管理しております。また、当社ではトレーデ

ィング業務を行っておりますが、取引規模は限定されております。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社は、貸出金及び有価証券を中心に運用しており、それぞれ顧客の債務不履行リスク及び発行体のデフォ

ルトリスクが存在しております。貸出金残高の 4割程度を占める有価証券を担保としたローン商品は、保全率

が高く、信用リスクは限定されております。一方、有価証券担保ローン以外の貸出金は、高格付の相手先への

貸出が中心ではあるものの、経済環境等の状況変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性が

あります。 

有価証券は、主に国債、地方債、財投機関債、社債、クレジットリンク債で構成されており、大部分は「そ

の他有価証券」に該当します。また、一部の有価証券は金利スワップ取引により金利リスクをヘッジしており、

それらの取引にはヘッジ会計を適用しております。 

コールマネーに代表される市場からの資金調達は、金融環境によっては市場規模が縮小し、円滑な資金調達

に支障をきたす可能性がありますが、担保適格の有価証券を保有することで、流動性リスクを一定水準に抑え

ております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当社では、信用供与先の財務状況の悪化等による不良債権の発生を未然に防ぐため、貸出金・有価証券とも

に、個別案件・発行体ごとに審査部門が審査を実施しております。また、信用供与先ごと及び信用供与先のグ

ループごとのエクスポージャー管理を日次で行うとともに、統計的な手法によるリスク計測を定期的に実施し

ております。 

ローン商品では、信用格付に基づいたプライシング運営の推進、及び与信集中リスクをコントロールするた

めの業種別リスク量リミットの導入といった与信ポートフォリオ運営の高度化に取り組んでおります。加えて、

有価証券を担保としたローン商品については、回収リスクを一定水準に抑えるために、担保設定されている株

式の市場での売買状況等を定期的にモニターしております。 

② 市場リスクの管理 

1）市場リスクの管理体制 

当社では、執行役会で市場リスク管理の基本的考え方を明確化し、それに応じて、ポジション限度、VaRリ

ミット、ロスカットルール等を設定することで、市場リスクを適切にコントロールしております。外国為替取

引においては、市場リスクは極力とらない方針の下、必要最低限のポジション限度、VaRリミットで運営して

おります。貸出金、預金及び資金証券取引においては、商品ごとに残高枠を設定するとともに、金利変動によ

る損失リスクを許容範囲に抑える目的で、金利スワップ取引等によるヘッジ取引を行っております。これらの

銀行勘定の運営計画は、半年ごとにＡＬＭ委員会及びリスク管理委員会で審議され、執行役会で承認されてお

ります。また、日々のポジション及び損益の状況は、リスク統括部から毎営業日、執行役及び関係部署に報告

されております。 

 



 

                     

 2）市場リスクに係る定量的情報 

当社では、有価証券、貸出金、預金、譲渡性預金、コールマネー、借用金、信託勘定借及びデリバティブ取

引についてヒストリカル・シミュレーション法（信頼区間 99％、保有期間はトレーディング業務 10日間、バ

ンキング業務 20日間）による VaRで市場リスク量を計測しております。平成 29年 3月 31日現在で当社のト

レーディング業務の市場リスク量（損失額の推定値）は 25 百万円、バンキング業務の市場リスク量は 2,353

百万円となっております。 

なお、当社では、モデルが算出する VaR と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しております。

平成 29年 3月期にトレーディング業務を対象に実施したバックテスティングの結果、実際の損益が VaRを超

えた回数は 1回であり、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えており

ます。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測し

ており、環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉しきれない場合があります。 

③ 流動性リスクの管理 

当社は、資産・負債の特性や経営計画、市場変動等を総合的に把握し、必要な資金を円滑に確保し、予想外

の損失の発生を未然に防止することを流動性リスク管理の基本方針としております。月次で開催される ALM

委員会において、資金ポジションの状況や取扱商品ごとの市場動向等の確認を行い、今後の方針を決定してお

ります。 

日々の資金繰りの状況は、リスク統括部から毎営業日、執行役及び関係部署に報告されております。また、

資金調達状況に応じて「平常」、「注意」、「懸念」、「危機」のモードを設定し、モードごとの対応策を適時実施

する体制としております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に依拠

した場合、当該価額が異なることもあります。 

 

 

  



 

                     

 

２. 金融商品の時価等に関する事項 

平成 29年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。（（注２）参照） 

 

                                         （単位：百万円） 

 貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 

(2) 有価証券 

満期保有目的の債券 

その他有価証券 

(3) 貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

 

(4) 外国為替 

324,984 

 

49,374 

511,678 

458,238 

△1,098 

324,984 

 

55,239 

511,678 

 

 

― 

 

5,865 

― 

 

 

457,140 

4,883 

457,589 

4,883 

449 

― 

資産計 1,348,060 1,354,374 6,314 

(1) 預金 

(2) 譲渡性預金 

(3) コールマネー 

(4) 借用金 

(5) 信託勘定借 

751,084 

32,501 

85,255 

130,909 

288,125 

751,084 

32,501 

85,255 

130,909 

288,125 

― 

― 

― 

― 

― 

負債計 1,287,876 1,287,876 ― 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

 

1,861  

（6,458） 

 

1,861  

（11,731） 

 

― 

（5,272）  

デリバティブ取引計 （4,597） （9,869） （5,272） 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており

ます。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適

用金利で割り引いた現在価値を算定しております。 

(2) 有価証券 

債券は日本証券業協会又は取引金融機関から提示された気配値に、投資信託は公表されている基準価格によっ

ております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(3) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利

によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行っ

た場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現在価

値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借

対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 



 

                     

 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて

は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時

価としております。 

(4) 外国為替 

外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、外国為替関連の短期貸付金（外国他店貸）、輸出

手形・旅行小切手等（買入外国為替）、輸入手形による手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、満期

のない預け金であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

 

負 債 

(1) 預金及び (2) 譲渡性預金 

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、長

期の定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定し

ております。その割引率は、期末日時点におけるスワップ取引に使用する利率を用いております。なお、預入期

間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。 

(3) コールマネー 

コールマネーは、約定期間が短期間（最長 12 カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

(4) 借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異

なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額(金利スワップの特例処理の対

象とされた借用金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額)を期末日時点におけるスワッ

プ取引に使用する利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（1年以内）のもの

は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(5) 信託勘定借 

信託勘定借は、信託勘定の余裕金を期間の定めなく受け入れるもので、要求払預金と同等であることから、決

算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ等）、通貨関連取引（先物為替、通貨オプション、通貨スワ

ップ等）であり、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品

の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。 

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円） 

 その他の証券(＊)         226 

（＊） 上記のその他の証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら時価開示の対象とはしておりません。 

 

  



 

                     

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

                                            （単位：百万円） 

 
1年以内 

1年超 

3年以内 

3年超 

5年以内 

5年超 

7年以内 

7年超 

10年以内 
10年超 

有価証券       

満期保有目的の債券 25,657 ― ― ― 25,000 ― 

その他有価証券のうち

満期があるもの 
104,138 186,007 156,374 5,497 5,860 33,357 

貸出金(＊) 257,302 88,522 53,799 8,290 21,021 29,302 

合 計 387,098 274,529 210,173 13,787 51,881 62,659 

（＊） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない 0百万円は

含めておりません。 

 

（注４）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

                                               （単位：百万円） 

 
1年以内 

1年超 

3年以内 

3年超 

5年以内 

5年超 

7年以内 

7年超 

10年以内 
10年超 

預金(＊) 

譲渡性預金 

コールマネー 

借用金 

信託勘定借 

543,602 

32,501 

85,255 

7,609 

288,125 

11,878 

― 

― 

― 

― 

303 

― 

― 

3,000 

― 

7,000 

― 

― 

― 

― 

22,900 

― 

― 

10,000 

― 

165,400 

― 

― 

110,300 

― 

合 計 957,094 11,878 3,303 7,000 32,900 275,700 

（＊） 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。 

なお、社債については該当ありません。 

 

 (有価証券関係) 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「その他の証券」が含まれております。 

売買目的有価証券並びに子会社・子法人等株式及び関連法人等株式、当事業年度中に売却した満期保有目的の債券、

保有目的を変更した有価証券については該当ありません。 

その他有価証券で時価があるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取

得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするととも

に、評価差額を当事業年度の損失として処理しております。 

 

１.満期保有目的の債券(平成 29年 3月 31日現在)    

 

 
種類 

貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの 

国債 25,459 30,163  4,704 

外国債券 16,422 18,969 2,546 

小計 41,882 49,132 7,250 

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの 
外国債券 7,492 6,106 △1,385 

合  計 49,374 55,239 5,865 

 

  



 

                     

 

２.その他有価証券（平成 29年 3月 31日現在） 

 

 
種類 

貸借対照表計上額

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

債券 247,514 240,658 6,856 

国債 139,118 132,975 6,143 

地方債 34,072 33,972 100 

社債 74,323 73,710 613 

その他 70,264 69,488 776 

外債 69,449 68,774 675 

その他 815 713 101 

小計 317,779 310,146 7,632 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

債券 136,260 136,522 △261 

国債 7,033 7,080 △46 

地方債 24,443 24,471 △27 

社債 104,782 104,970 △187 

その他 57,638 58,212 △573 

外債 47,786 48,171 △384 

その他 9,851 10,040 △189 

小計 193,899 194,735 △835 

合計 511,678 504,881 6,797 

 

３.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日) 

 

 
売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

債券 119,426 478 △39 

国債 72,505 234 ― 

 地方債 14,793 0 △20 

 社債 24,642 137 △5 

 外債 7,484 107 △13 

その他 4,896 94 △26 

合計 124,323 573 △65 

 

(金銭の信託関係) 

金銭の信託については該当ありません。 

 



 

                     

 

(税効果会計関係) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

 

繰延税金資産   

 貸倒引当金   416 百万円 

 退職給付引当金   298  

 賞与引当金 313  

 減損損失 14  

 未払事業税 55  

 クレジットリザーブ 93  

 繰延消費税額等 57  

 繰延ヘッジ損益 1,344  

 減価償却超過額 147  

 その他 174  

繰延税金資産小計 2,915  

 評価性引当額  △14  

繰延税金資産合計 2,901  

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 2,107  

 その他 78  

繰延税金負債合計 2,185  

繰延税金資産の純額 716 百万円 

 

 

(1株当たり情報) 

1株当たりの純資産額     76,985円 06銭 

1株当たりの当期純利益金額  2,194円 72銭 

 



（単位：百万円）

資　　  産 金 額 負　　  債 金 額

貸 出 金 329,081 金 銭 信 託 2,221,899

有 価 証 券 2,987,123 年 金 信 託 57,350

投 資 信 託 有 価 証 券 9,463,261 投 資 信 託 16,639,438

投 資 信 託 外 国 投 資 5,621,176 金銭信託以外の金銭の信託 197,010

信 託 受 益 権 26,531 有 価 証 券 の 信 託 1,071,924

受 託 有 価 証 券 772,966 金 銭 債 権 の 信 託 16,339

金 銭 債 権 48,279 包 括 信 託 1,056,013

そ の 他 債 権 317,362

コ ー ル ロ ー ン 1,133,969

銀 行 勘 定 貸 288,125

現 金 預 け 金 271,996

そ の 他 100

合　　　計 21,259,975 合　　　計 21,259,975

(注）
　1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2.共同信託他社管理財産は該当ありません。

3.元本補てん契約のある信託の貸出金は該当ありません。

4.元本補てん契約のある信託の内訳は、次のとおりであります。

　なお、貸付信託は取扱っておりません。

　金　　銭　　信　　託            　　 　   （単位：百万円）

資　　  産 金 額 負　　  債 金 額

銀 行 勘 定 貸 212,730 元 本 212,728

そ の 他 - そ の 他 1

計 212,730 計 212,730

  信　託　財　産　残　高　表（平成２９年３月３１日現在）
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